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　条文が多くて読むのが大変、税目が多いし枝番

が多くて規定を探すのが大変、国税の読替規定が

多く条文を読むのに一苦労する、というのが多く

の方の地方税法のイメージではないでしょうか。

本稿では、同法の仕組み、役に立つ情報、疑義が

生じる事項を説明していきます。

　「相続」に関する書籍、執筆等は数多くありま

すが、「おひとりさまの相続」に絞ったものは、

まだまだ数が少ないと思われます。そこで、各専

門家が「おひとりさまの相続」の現場で遭遇した

実例をベースに、どのようなアドバイスをしたの

か、どのような手段があるのかなどについて、各

専門家が平易に分かりやすく解説します。

　ご愛読いただきました「企業経営者・経理担当

者が知っておきたい重要な税務・実務のポイン

ト」「国際税務 あったらいいなこんな規定」「口福

なる新晩酌術」は今号をもって終了いたします。

「続・傍流の正論」「裁決事例集」は継続します。７

月からは以下の連載を開始します。引き続きご愛

読いただきますようお願い申し上げます。編集部

　「映画は映画館で」をモットーに年間約１５０本

を鑑賞する映画好きの筆者が、これまで鑑賞した

作品から心に残っている思い出深い作品について

語ります。

　

�

歳

だ

っ

た

父

が

亡

く

な

る

２

か

月

前

に

、

実

子

２

人

の

み

が

株

式

を

保

有

す

る

会

社

の

第

三

者

割

当

増

資

に

応

じ

て

約

�

億

円

を

払

い

込

ん

だ

。

そ

の

後

、

実

子

ら

（

納

税

者

ら

）

が

相

続

し

た

同

社

株

式

を

財

産

評

価

基

本

通

達

に

定

め

る

類

似

業

種

比

準

価

額

と

純

資

産

価

額

の

「

併

用

方

式

」

で

評

価

す

る

な

ど

し

て

相

続

税

の

申

告

等

を

し

た

と

こ

ろ

、

課

税

庁

が

同

通

達

６

項

を

適

用

し

て

「

純

資

産

価

額

方

式

」

で

評

価

す

べ

き

と

し

て

更

正

処

分

等

を

行

っ

た

。

こ

れ

に

対

し

、

納

税

者

ら

が

処

分

の

取

消

し

を

求

め

て

い

た

事

案

で

、

東

京

高

裁

（

鹿

子

木

康

裁

判

長

）

は

�

日

、

納

税

者

が

勝

訴

し

た

１

審

判

決

（

２

月

�

日

号

１

面

参

照

）

を

取

り

消

し

、

課

税

庁

の

主

張

を

全

面

的

に

認

め

る

納

税

者

逆

転

敗

訴

の

判

決

を

下

し

た

（

詳

細

を

電

子

版

に

掲

載

し

て

お

り

ま

す

）

。

　

財

務

省

は

�

日

、

奥

達

雄

国

税

庁

長

官

の

後

任

に

、

江

島

一

彦

内

閣

官

房

内

閣

審

議

官

（

副

長

官

補

付

）

＝

写

真

＝

を

起

用

す

る

な

ど

の

同

省

関

係

の

幹

部

人

事

を

発

表

し

た

。

青

木

孝

徳

主

税

局

長

は

留

任

す

る

。

近

く

発

令

す

る

。

新

川

浩

嗣

事

務

次

官

も

留

任

す

る

。

　

江

島

一

彦

（

え

じ

ま

・

か

ず

ひ

こ

）

新

国

税

庁

長

官

の

略

歴

　

平

成

２

年

現

財

務

省

入

省

。

７

年

伊

勢

崎

税

務

署

長

。

�

年

主

税

局

税

制

第

一

課

主

税

企

画

官

。

�

年

主

税

局

調

査

課

長

。

�

年

大

臣

官

房

文

書

課

長

。

令

和

２

年

大

臣

官

房

審

議

官

（

主

税

局

担

当

）

。

５

年

関

税

局

長

。

６

年

内

閣

官

房

内

閣

審

議

官

。

　

本

件

の

被

相

続

人

（

父

）

は

上

場

企

業

Ａ

社

の

創

業

者

。

本

件

増

資

前

に

実

子

２

人

の

み

が

株

式

を

保

有

し

て

い

た

Ｂ

社

も

過

去

に

被

相

続

人

ら

が

設

立

し

た

も

の

で

、

Ｂ

社

は

Ａ

社

の

筆

頭

株

主

だ

っ

た

。

　

相

続

開

始

時

、

Ｂ

社

の

代

表

取

締

役

は

実

子

２

人

の

う

ち

１

人

の

妻

で

、

実

子

２

人

は

そ

れ

ぞ

れ

取

締

役

だ

っ

た

。

Ｂ

社

は

�

年

８

月

９

日

に

臨

時

株

主

総

会

を

開

催

し

、

募

集

株

式

の

種

類

お

よ

び

数

を

普

通

株

式

�

万

５

４

４

０

株

、

払

込

金

額

を

�

億

２

万

９

４

４

０

円

（

１

株

当

た

り

３

９

７

６

円

）

、

そ

の

す

べ

て

を

生

前

の

被

相

続

人

に

割

り

当

て

る

第

三

者

割

当

に

よ

る

新

株

発

行

等

を

決

議

。

同

日

、

被

相

続

人

は

新

株

発

行

に

係

る

株

式

を

引

き

受

け

た

。

Ｂ

社

は

�

年

９

月

期

末

に

資

産

合

計

の

約

�

・

２

％

を

投

資

有

価

証

券

が

占

め

て

い

た

が

、

本

件

増

資

で

�

年

９

月

期

末

に

は

同

割

合

が

約

�

・

１

％

に

低

下

し

た

。

　

被

相

続

人

は

�

年

�

月

に

死

亡

し

、

相

続

が

開

始

。

遺

産

分

割

協

議

を

経

て

、

�

年

８

月

に

納

税

者

ら

は

本

件

株

式

の

価

額

を

併

用

方

式

に

よ

り

同

１

８

５

３

円

と

評

価

す

る

な

ど

し

た

上

で

相

続

税

の

申

告

を

し

た

。

そ

の

後

、

�

年

９

月

に

課

税

庁

が

評

価

通

達

６

項

を

適

用

し

、

本

件

株

式

の

価

額

を

純

資

産

価

額

方

式

に

よ

り

同

３

４

４

３

円

と

評

価

す

る

更

正

処

分

等

を

行

っ

た

た

め

、

納

税

者

ら

が

処

分

取

消

を

求

め

て

争

い

と

な

っ

た

。

　

１

審

の

東

京

地

裁

は

、

本

件

に

つ

い

て

併

用

方

式

で

評

価

し

た

場

合

と

新

株

発

行

等

を

し

な

か

っ

た

場

合

の

課

税

価

格

の

合

計

額

や

税

額

を

比

べ

る

と

、

軽

減

割

合

が

５

割

未

満

に

と

ど

ま

る

上

、

軽

減

は

評

価

通

達

が

Ｂ

社

の

よ

う

な

小

会

社

に

純

資

産

価

額

方

式

と

併

用

方

式

の

選

択

を

認

め

て

い

る

こ

と

に

よ

る

も

の

で

、

必

ず

し

も

新

株

発

行

等

の

み

に

よ

る

も

の

で

は

な

く

、

新

株

発

行

等

に

よ

り

相

続

税

の

負

担

が

著

し

く

軽

減

さ

れ

る

と

評

価

す

る

こ

と

は

困

難

な

ど

と

判

断

。

６

項

を

適

用

し

た

こ

と

は

租

税

法

上

の

一

般

原

則

と

し

て

の

平

等

原

則

に

違

反

す

る

と

し

た

。

　

こ

れ

に

対

し

、

高

裁

は

新

株

発

行

等

を

し

な

か

っ

た

場

合

と

比

べ

た

課

税

価

格

の

軽

減

割

合

は

約

�

・

６

％

、

相

続

税

額

の

軽

減

割

合

は

約

�

・

�

％

に

上

り

、

軽

減

さ

れ

る

相

続

税

の

額

、

割

合

等

を

総

合

的

に

考

慮

し

て

判

断

す

れ

ば

、

納

税

者

ら

の

相

続

税

の

負

担

は

著

し

く

軽

減

さ

れ

て

い

る

と

指

摘

。

さ

ら

に

実

子

の

１

人

が

相

続

開

始

の

約

３

か

月

前

に

証

券

会

社

を

訪

れ

、

節

税

し

た

い

と

の

希

望

を

伝

え

、

本

件

ス

キ

ー

ム

を

実

行

し

た

こ

と

も

認

定

し

た

。

　

結

果

、

本

件

で

評

価

通

達

の

定

め

る

方

法

に

よ

る

画

一

的

な

評

価

を

行

う

こ

と

は

、

新

株

発

行

等

の

よ

う

な

行

為

を

せ

ず

、

ま

た

は

す

る

こ

と

の

で

き

な

い

他

の

納

税

者

と

の

間

に

看

過

し

難

い

不

均

衡

を

生

じ

さ

せ

、

実

質

的

な

租

税

負

担

の

公

平

に

反

す

る

と

い

う

べ

き

事

情

が

あ

る

と

い

え

る

と

指

摘

し

、

６

項

の

適

用

を

認

容

し

た

。

令

和

　

年

　

月

　

日
７ ６ �

第３６５６号
（昭和�年�月�日第３種郵便物認可）�税のしるべ　　２０２５年



　

こ

の

時

期

は

国

税

組

織

の

異

動

の

季

節

で

あ

る

。

ま

れ

に

長

く

同

じ

職

場

に

留

ま

る

例

も

あ

る

が

、

多

く

の

職

員

は

１

年

や

２

年

で

次

の

職

場

へ

と

異

動

す

る

。

数

年

は

同

じ

職

場

に

留

ま

ら

な

い

と

、

大

し

た

仕

事

は

達

成

で

き

な

い

と

言

わ

れ

る

こ

と

も

あ

る

が

、

短

期

で

の

異

動

に

は

、

癒

着

を

防

止

す

る

意

味

も

あ

る

の

だ

ろ

う

★

国

税

の

職

場

に

限

ら

ず

、

公

務

員

が

関

わ

る

仕

事

は

多

岐

に

わ

た

り

、

ま

た

、

改

正

事

項

や

新

た

な

施

策

は

多

く

の

国

民

に

影

響

を

与

え

る

こ

と

に

な

る

。

ど

こ

へ

異

動

し

て

も

、

そ

れ

ら

改

正

事

項

な

ど

を

把

握

し

て

、

国

民

に

対

応

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

★

異

動

の

際

に

は

、

新

し

い

職

場

の

こ

と

を

学

ば

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

の

は

当

然

だ

ろ

う

が

、

異

動

に

よ

り

人

が

変

わ

っ

て

も

、

国

民

に

変

わ

ら

ぬ

サ

ー

ビ

ス

を

提

供

し

続

け

る

と

い

う

公

務

員

の

姿

勢

は

、

当

た

り

前

か

も

し

れ

な

い

が

、

見

習

う

べ

き

も

の

が

あ

る

と

思

う

。

（

Ｙ

）

　

中

小

企

業

庁

は

�

日

、

今

後

の

事

業

承

継

税

制

や

後

継

者

支

援

等

の

あ

り

方

を

議

論

す

る

「

中

小

企

業

の

親

族

内

承

継

に

関

す

る

検

討

会

」

（

座

長

＝

柳

川

範

之

東

京

大

学

大

学

院

教

授

）

の

初

会

合

を

開

催

し

た

。

会

合

で

は

、

親

族

内

承

継

に

関

す

る

現

状

分

析

と

と

も

に

、

事

務

局

か

ら

今

後

の

検

討

の

方

向

性

が

示

さ

れ

、

事

業

承

継

税

制

の

あ

り

方

の

検

討

に

当

た

っ

て

は

論

点

が

六

つ

挙

げ

ら

れ

て

い

る

。

（

�

日

）

【

退

任

】

（

理

事

長

）

木

村

　

幸

俊

【

就

任

】

理

事

長

稲

垣

　

光

隆

（

�

日

）

【

退

任

】

（

顧

問

）

石

坂

　

匡

身

（

参

与

）

藤

林

　

正

季

（

７

月

１

日

）

【

就

任

】

顧

問

木

村

　

幸

俊

参

与

襖

田

　

　

豊

　

平

成

�

年

度

税

制

改

正

で

創

設

さ

れ

た

事

業

承

継

税

制

の

特

例

は

、

特

例

承

継

計

画

の

提

出

期

限

が

令

和

８

年

３

月

末

、

特

例

の

適

用

期

限

が

９

年

�

月

末

に

迫

る

。

７

年

度

与

党

税

制

改

正

大

綱

で

は

、

特

例

の

適

用

期

限

を

「

今

後

と

も

延

長

し

な

い

」

と

明

記

し

た

も

の

の

、

こ

の

ほ

ど

閣

議

決

定

さ

れ

た

骨

太

の

方

針

２

０

２

５

で

は

、

事

業

承

継

に

係

る

政

策

の

あ

り

方

の

検

討

を

進

め

る

旨

が

盛

り

込

ま

れ

て

お

り

、

事

業

承

継

に

係

る

政

策

を

新

た

に

検

討

す

る

こ

と

が

が

求

め

ら

れ

て

い

る

。

　

こ

う

し

た

中

で

、

検

討

会

で

は

今

後

の

事

業

承

継

税

制

を

議

論

す

る

際

の

論

点

と

し

て

、

①

成

長

の

後

押

し

、

②

早

期

の

事

業

承

継

、

③

雇

用

、

④

株

式

の

分

散

、

⑤

海

外

展

開

、

⑥

ガ

バ

ナ

ン

ス

の

発

揮

―

―

の

六

つ

が

示

さ

れ

た

。

　

こ

の

日

は

、

①

～

③

に

つ

い

て

議

論

が

行

わ

れ

、

①

は

、

現

状

の

事

業

承

継

税

制

で

も

贈

与

時

の

株

価

が

固

定

さ

れ

る

こ

と

等

か

ら

成

長

を

志

向

す

る

企

業

に

と

っ

て

メ

リ

ッ

ト

が

大

き

い

た

め

、

事

業

承

継

を

契

機

と

し

た

成

長

を

一

層

後

押

し

す

る

も

の

と

す

べ

き

で

は

な

い

か

、

②

は

成

長

を

後

押

し

す

る

観

点

か

ら

早

期

の

計

画

的

な

承

継

を

一

層

後

押

し

す

べ

き

で

は

な

い

か

、

③

は

賃

上

げ

の

重

要

性

が

高

ま

っ

て

い

る

状

況

に

鑑

み

、

単

な

る

雇

用

数

の

維

持

で

な

く

、

賃

上

げ

等

の

雇

用

の

質

向

上

を

後

押

し

す

る

よ

う

な

も

の

と

す

べ

き

で

は

な

い

か

、

と

い

っ

た

内

容

。

　

次

回

以

降

議

論

す

る

④

～

⑥

は

、

④

が

株

式

の

分

散

防

止

は

事

業

承

継

税

制

が

措

置

さ

れ

た

政

策

的

背

景

で

も

あ

り

、

安

定

し

た

経

営

権

を

確

保

す

る

た

め

に

は

経

営

者

が

ど

れ

ほ

ど

の

議

決

権

を

有

す

る

こ

と

が

適

当

と

考

え

ら

れ

る

か

、

⑤

が

さ

ら

な

る

成

長

の

手

段

と

し

て

、

海

外

展

開

も

有

力

な

手

段

で

あ

り

、

海

外

へ

の

販

路

を

拡

大

す

る

よ

う

な

企

業

に

と

っ

て

も

メ

リ

ッ

ト

が

生

じ

る

も

の

と

す

べ

き

で

は

な

い

か

、

⑥

が

所

有

と

経

営

が

分

離

し

て

い

な

い

と

い

っ

た

親

族

内

承

継

を

実

施

す

る

企

業

の

特

徴

を

踏

ま

え

る

と

、

適

切

な

ガ

バ

ナ

ン

ス

下

で

成

長

を

実

現

す

る

と

い

っ

た

行

動

を

促

す

設

計

と

す

べ

き

で

は

な

い

か

―

―

と

い

っ

た

内

容

と

な

っ

て

い

る

。

　

な

お

、

中

小

企

業

庁

は

、

法

人

版

事

業

承

継

税

制

を

潜

在

的

に

活

用

す

る

可

能

性

の

高

い

者

（

経

営

者

年

齢

�

歳

以

上

の

親

族

内

承

継

希

望

者

で

株

価

１

億

円

以

上

）

が

令

和

６

年

時

点

の

デ

ー

タ

で

�

万

７

０

０

０

社

存

在

し

て

い

る

こ

と

か

ら

、

引

き

続

き

事

業

承

継

税

制

は

活

用

が

見

込

ま

れ

る

と

し

て

い

る

。

　

国

土

交

通

省

の

住

宅

税

制

の

Ｅ

Ｂ

Ｐ

Ｍ

に

関

す

る

有

識

者

会

議

は

�

日

、

住

宅

ロ

ー

ン

減

税

等

の

効

果

検

証

の

結

果

と

な

る

中

間

と

り

ま

と

め

を

公

表

し

た

。

　

住

宅

ロ

ー

ン

減

税

に

つ

い

て

は

、

各

種

デ

ー

タ

及

び

ア

ン

ケ

ー

ト

結

果

か

ら

、

一

定

の

負

担

軽

減

効

果

、

住

宅

購

入

等

へ

の

影

響

が

見

ら

れ

る

と

と

も

に

、

税

収

減

と

同

等

以

上

の

住

宅

投

資

額

の

押

上

効

果

が

あ

る

こ

と

が

示

唆

さ

れ

た

。

省

エ

ネ

性

能

等

の

高

い

住

宅

及

び

子

育

て

世

帯

等

の

借

入

限

度

額

の

上

乗

せ

措

置

に

つ

い

て

も

、

政

策

目

的

に

対

し

一

定

の

効

果

が

発

現

し

て

い

る

と

考

え

ら

れ

る

と

し

た

。

　

空

き

家

の

譲

渡

所

得

３

０

０

０

万

円

特

別

控

除

に

つ

い

て

は

、

各

種

デ

ー

タ

及

び

ア

ン

ケ

ー

ト

結

果

か

ら

、

相

続

空

き

家

及

び

そ

の

敷

地

の

売

出

し

の

促

進

、

さ

ら

に

は

そ

れ

に

よ

る

相

続

空

き

家

の

減

少

・

増

加

の

抑

制

、

外

部

費

用

の

削

減

な

ど

が

示

唆

さ

れ

て

お

り

、

一

定

の

効

果

が

発

現

し

て

い

る

と

考

え

ら

れ

る

と

し

た

。

　

今

後

の

課

題

や

方

向

性

は

、

よ

り

精

度

の

高

い

効

果

検

証

に

向

け

、

住

宅

税

制

の

設

計

段

階

か

ら

の

デ

ー

タ

の

収

集

・

分

析

方

法

等

の

検

討

、

デ

ー

タ

の

充

実

等

に

よ

り

、

効

率

的

な

効

果

検

証

を

実

施

す

べ

き

。

今

回

の

効

果

検

証

の

取

組

み

で

得

ら

れ

た

結

果

を

今

後

の

政

策

立

案

に

生

か

す

べ

き

と

し

た

。

　

国

税

庁

は

�

日

、

令

和

７

年

度

税

制

改

正

に

よ

り

延

納

許

可

限

度

額

及

び

物

納

許

可

限

度

額

の

計

算

方

法

が

変

わ

っ

た

と

し

て

、

改

正

の

概

要

や

改

正

後

の

物

納

許

可

限

度

額

等

の

計

算

方

法

な

ど

を

示

し

た

チ

ラ

シ

を

公

表

し

た

。

物

納

許

可

限

度

額

で

は

、

課

税

相

続

財

産

の

種

類

に

お

け

る

延

納

年

数

や

平

均

余

命

年

数

を

考

慮

し

た

計

算

方

法

に

見

直

さ

れ

て

い

る

。

適

用

開

始

時

期

に

つ

い

て

は

、

相

続

税

は

７

年

４

月

１

日

以

後

相

続

開

始

に

係

る

延

納

申

請

及

び

物

納

申

請

か

ら

適

用

、

贈

与

税

は

７

年

６

月

�

日

以

後

に

申

請

期

限

が

到

来

す

る

延

納

申

請

書

か

ら

適

用

と

な

っ

て

い

る

。

　

物

納

許

可

限

度

額

の

計

算

方

法

の

改

正

点

と

し

て

は

、

①

延

納

に

よ

っ

て

納

付

す

る

こ

と

が

で

き

る

金

額

の

計

算

に

つ

い

て

、

納

期

限

ま

た

は

納

付

す

べ

き

日

に

お

け

る

収

入

金

額

を

基

に

算

出

し

て

い

た

と

こ

ろ

、

将

来

の

収

入

金

額

の

減

少

が

確

実

で

あ

る

と

見

込

ま

れ

る

場

合

の

計

算

方

法

を

明

確

化

し

た

、

②

延

納

に

よ

っ

て

納

付

す

る

こ

と

が

で

き

る

金

額

の

計

算

に

つ

い

て

、

年

間

納

付

資

力

に

乗

ず

る

年

数

を

、

一

律

に

延

納

可

能

最

長

年

数

と

し

て

い

た

と

こ

ろ

、

課

税

相

続

財

産

の

種

類

に

お

け

る

延

納

年

数

や

平

均

余

命

年

数

を

考

慮

し

た

計

算

方

法

と

し

た

、

③

改

正

前

の

物

納

許

可

限

度

額

に

、

延

納

期

間

終

了

後

に

お

け

る

当

面

の

生

活

費

及

び

事

業

経

費

を

加

算

し

た

額

を

、

改

正

後

の

物

納

許

可

限

度

額

と

す

る

と

し

た

。

　

改

正

後

の

計

算

方

法

も

示

さ

れ

て

お

り

、

平

均

余

命

年

数

は

、

納

期

限

ま

た

は

納

付

す

べ

き

日

に

お

け

る

、

厚

生

労

働

省

が

公

表

す

る

完

全

生

命

表

に

基

づ

く

平

均

余

命

年

数

と

な

っ

て

い

る

。

実

際

の

計

算

で

は

、

物

納

申

請

書

の

別

紙

「

金

銭

納

付

を

困

難

と

す

る

理

由

書

」

に

金

額

等

を

記

入

す

る

と

し

て

お

り

、

７

年

４

月

１

日

以

降

相

続

開

始

分

の

同

理

由

書

が

公

表

さ

れ

て

い

る

。

　

物

納

許

可

限

度

額

の

計

算

で

は

、

延

納

許

可

限

度

額

を

基

礎

と

し

て

い

る

た

め

、

物

納

許

可

限

度

額

の

見

直

し

に

伴

い

、

延

納

許

可

限

度

額

の

計

算

方

法

も

改

正

さ

れ

て

い

る

。

具

体

的

に

は

、

当

面

の

事

業

経

費

の

算

出

方

法

と

し

て

、

前

年

の

事

業

経

費

の

額

に

�

分

の

１

を

乗

じ

た

額

と

し

て

差

し

支

え

な

い

と

し

て

い

た

と

こ

ろ

、

前

年

の

事

業

経

費

の

額

の

�

分

の

３

を

乗

じ

た

額

と

し

て

差

し

支

え

な

い

と

し

た

。

　

な

お

、

改

正

後

の

様

式

は

国

税

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

に

掲

載

さ

れ

て

い

る

。

（２）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日 　



　

総

務

省

は

�

日

、

ふ

る

さ

と

納

税

の

指

定

基

準

で

あ

る

告

示

と

ふ

る

さ

と

納

税

の

運

用

に

つ

い

て

の

Ｑ

＆

Ａ

を

改

正

し

、

広

報

目

的

の

返

礼

品

の

要

件

の

明

確

化

や

返

礼

品

が

区

域

（

市

町

村

等

）

内

で

「

相

応

（

過

半

）

の

付

加

価

値

が

生

じ

て

い

る

」

こ

と

の

算

出

方

法

の

明

確

化

、

募

集

費

用

の

透

明

化

の

た

め

に

支

払

額

等

の

公

表

を

求

め

る

な

ど

制

度

の

見

直

し

を

行

っ

た

。

募

集

費

用

の

透

明

性

の

向

上

策

は

令

和

８

年

９

月

に

公

表

す

る

７

年

度

の

募

集

費

用

か

ら

、

そ

の

他

は

８

年

�

月

か

ら

適

用

す

る

。

　

日

本

公

認

会

計

士

協

会

（

茂

木

哲

也

会

長

）

は

�

日

、

「

令

和

８

年

度

税

制

改

正

意

見

書

」

を

取

り

ま

と

め

公

表

し

た

。

同

意

見

書

は

、

第

一

部

「

税

制

の

在

り

方

に

関

す

る

提

言

」

と

第

二

部

「

令

和

８

年

度

税

制

改

正

に

関

す

る

個

別

意

見

」

の

二

部

構

成

と

な

っ

て

い

る

。

同

協

会

で

は

、

こ

の

う

ち

の

第

二

部

を

主

に

現

行

税

制

の

問

題

等

に

関

す

る

意

見

と

位

置

付

け

、

自

社

制

作

ソ

フ

ト

ウ

エ

ア

に

係

る

損

金

算

入

範

囲

の

適

正

化

を

図

る

こ

と

、

研

究

開

発

税

制

に

お

け

る

人

件

費

に

係

る

専

ら

要

件

を

削

除

す

る

こ

と

な

ど

を

特

に

重

要

な

事

項

と

し

て

掲

げ

て

い

る

。

　

法

人

税

基

本

通

達

７

―

３

―

�

の

３

（

ソ

フ

ト

ウ

エ

ア

の

取

得

価

額

に

算

入

し

な

い

こ

と

が

で

き

る

費

用

）

⑵

で

は

、

「

研

究

開

発

費

の

額

（

自

社

利

用

の

ソ

フ

ト

ウ

エ

ア

に

係

る

研

究

開

発

費

の

額

に

つ

い

て

は

、

そ

の

自

社

利

用

の

ソ

フ

ト

ウ

エ

ア

の

利

用

に

よ

り

将

来

の

収

益

獲

得

又

は

費

用

削

減

に

な

ら

な

い

こ

と

が

明

ら

か

な

場

合

に

お

け

る

当

該

研

究

開

発

費

の

額

に

限

る

。

）

」

を

取

得

価

額

に

算

入

し

な

い

こ

と

が

で

き

る

費

用

と

規

定

し

て

い

る

が

、

企

業

会

計

上

は

、

自

社

利

用

ソ

フ

ト

ウ

エ

ア

の

制

作

の

た

め

の

費

用

に

つ

い

て

、

将

来

の

収

益

獲

得

ま

た

は

費

用

削

減

が

確

実

と

認

め

ら

れ

る

場

合

は

無

形

固

定

資

産

に

計

上

し

、

確

実

で

あ

る

と

認

め

ら

れ

な

い

場

合

ま

た

は

確

実

で

あ

る

か

不

明

な

場

合

に

は

費

用

処

理

す

る

と

さ

れ

、

税

と

会

計

の

不

一

致

が

生

じ

て

い

る

状

態

に

あ

る

。

　

同

協

会

は

、

研

究

開

発

は

そ

も

そ

も

「

最

終

的

な

結

果

が

不

確

実

で

あ

る

」

出

費

で

あ

り

、

将

来

の

収

益

獲

得

ま

た

は

費

用

削

減

に

な

ら

な

い

こ

と

が

明

ら

か

な

場

合

は

通

常

想

定

さ

れ

ず

、

研

究

開

発

の

最

終

的

な

結

果

が

不

確

実

と

し

な

が

ら

も

少

な

か

ら

ず

将

来

の

収

益

獲

得

や

費

用

削

減

の

効

果

を

期

待

す

る

も

の

で

あ

る

の

だ

か

ら

、

現

状

の

通

達

は

、

実

質

的

に

見

て

、

自

社

利

用

の

ソ

フ

ト

ウ

エ

ア

に

係

る

研

究

開

発

費

の

額

の

一

時

の

損

金

算

入

を

大

部

分

に

お

い

て

否

定

す

る

内

容

と

な

っ

て

い

る

と

指

摘

。

　

そ

こ

で

、

法

人

税

法

基

本

通

達

７

―

３

―

�

の

３

⑵

で

の

括

弧

書

き

記

載

は

削

除

、

法

人

税

法

�

条

４

項

に

よ

り

、

研

究

開

発

費

の

額

が

企

業

会

計

上

の

費

用

と

さ

れ

る

限

り

に

お

い

て

損

金

算

入

を

認

め

る

取

扱

い

を

明

確

に

さ

れ

た

い

な

ど

と

し

て

い

る

。

　

そ

の

他

、

同

協

会

で

は

、

取

引

相

場

の

な

い

株

式

等

の

評

価

な

ど

も

、

重

点

意

見

と

し

て

同

意

見

書

に

掲

げ

て

い

る

。

　

国

税

庁

は

５

月

�

、

�

日

の

両

日

、

東

京

・

千

代

田

区

霞

が

関

の

同

庁

会

議

室

で

全

国

国

税

局

課

税

（

第

一

・

第

二

）

部

長

会

議

を

開

催

し

た

。

会

議

で

は

、

「

コ

ン

プ

ラ

イ

ア

ン

ス

リ

ス

ク

に

応

じ

た

最

適

な

事

務

運

営

」

「

国

税

組

織

を

取

り

巻

く

環

境

変

化

に

応

じ

た

調

査

事

務

に

係

る

体

制

整

備

に

向

け

た

検

討

」

「

令

和

６

年

分

確

定

申

告

の

評

価

と

令

和

７

年

分

確

定

申

告

へ

の

対

応

等

」

「

消

費

税

不

正

還

付

へ

の

対

応

」

に

つ

い

て

議

論

し

た

。

「

コ

ン

プ

ラ

イ

ア

ン

ス

リ

ス

ク

に

応

じ

た

最

適

な

事

務

運

営

」

で

は

、

６

事

務

年

度

の

取

組

み

に

当

た

り

、

各

局

が

留

意

し

て

い

る

事

項

に

関

す

る

実

施

状

況

と

評

価

、

ま

た

、

７

事

務

年

度

の

取

組

方

針

等

に

つ

い

て

意

見

を

交

換

。

同

庁

は

こ

れ

ま

で

、

デ

ー

タ

活

用

の

共

同

化

（

税

目

別

・

事

務

系

統

別

に

縦

割

り

に

な

っ

て

い

る

デ

ー

タ

を

横

断

的

に

し

て

い

く

こ

と

）

・

高

度

化

に

よ

り

、

納

税

者

の

納

税

コ

ン

プ

ラ

イ

ア

ン

ス

に

関

す

る

リ

ス

ク

を

測

定

・

把

握

し

、

非

違

類

型

に

応

じ

て

深

度

あ

る

調

査

を

行

う

の

か

、

書

面

や

来

署

に

よ

る

行

政

指

導

を

行

う

の

か

最

適

な

接

触

方

法

を

選

択

で

き

る

非

違

類

型

に

応

じ

た

接

触

体

系

の

構

築

な

ど

の

ほ

か

、

追

徴

税

額

な

ど

目

に

留

ま

り

や

す

い

も

の

だ

け

で

な

く

、

申

告

の

誤

り

や

す

い

事

項

の

行

政

指

導

の

実

施

な

ど

数

字

に

表

れ

な

い

取

組

み

を

行

っ

て

き

た

が

、

今

後

も

こ

う

し

た

取

組

み

の

推

進

・

定

着

を

図

っ

て

い

く

こ

と

と

し

、

各

局

か

ら

現

場

で

あ

る

署

ま

で

浸

透

さ

せ

て

い

く

方

針

だ

。

　

次

に

、

「

国

税

組

織

を

取

り

巻

く

環

境

変

化

に

応

じ

た

調

査

事

務

に

係

る

体

制

整

備

に

向

け

た

検

討

」

で

は

、

７

事

務

年

度

以

降

、

Ｇ

Ｓ

Ｓ

環

境

の

導

入

や

セ

ン

タ

ー

化

の

全

署

拡

大

、

Ｋ

Ｓ

Ｋ

２

へ

の

移

行

と

い

っ

た

執

務

環

境

の

変

化

の

下

で

事

務

運

営

の

見

直

し

等

に

よ

る

効

率

化

を

実

現

し

、

事

務

運

営

の

最

適

化

を

進

め

る

た

め

、

庁

局

署

が

連

携

し

て

取

り

組

ん

で

い

く

こ

と

を

確

認

。

そ

の

効

率

化

の

実

現

に

向

け

て

、

７

年

度

以

降

ど

の

よ

う

に

取

り

組

ん

で

い

く

べ

き

か

意

見

交

換

を

行

っ

た

。

「

６

年

分

確

定

申

告

の

評

価

と

令

和

７

年

分

確

定

申

告

へ

の

対

応

」

で

は

、

６

年

分

確

定

申

告

に

お

い

て

、

確

定

申

告

期

前

後

の

外

部

事

務

量

を

確

保

す

る

た

め

に

実

施

し

た

「

自

宅

等

か

ら

の

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

を

利

用

し

た

申

告

」

の

推

進

や

確

定

申

告

会

場

運

営

の

効

率

化

に

向

け

た

取

組

み

に

つ

い

て

、

各

局

に

お

け

る

取

組

み

の

分

析

・

評

価

を

踏

ま

え

、

７

年

分

確

定

申

告

の

取

組

方

針

に

つ

い

て

意

見

交

換

を

行

っ

た

。

　

ま

た

、

８

年

度

オ

ン

ラ

イ

ン

利

用

率

�

％

の

目

標

を

達

成

し

た

先

を

見

据

え

た

９

年

分

以

降

の

確

定

申

告

の

在

り

方

に

つ

い

て

、

基

本

的

な

考

え

方

・

対

応

方

針

案

に

つ

い

て

意

見

交

換

を

行

っ

た

。

「

消

費

税

不

正

還

付

へ

の

対

応

」

で

は

、

現

在

、

輸

出

免

税

制

度

を

悪

用

し

た

不

正

還

付

を

企

図

し

に

く

い

環

境

整

備

な

ど

未

然

防

止

に

つ

い

て

取

り

組

ん

で

い

る

が

、

各

局

取

組

み

に

お

い

て

把

握

さ

れ

た

課

題

等

を

踏

ま

え

た

同

庁

へ

の

要

望

事

項

の

ほ

か

、

税

関

な

ど

関

係

機

関

と

の

さ

ら

な

る

連

携

・

協

調

に

向

け

、

６

事

務

年

度

の

各

局

の

取

組

み

で

把

握

さ

れ

た

課

題

や

、

７

事

務

年

度

の

取

組

方

針

に

つ

い

て

意

見

を

交

換

し

た

。

　

見

直

さ

れ

る

の

は

、

主

に

①

「

広

報

目

的

基

準

」

の

明

確

化

、

②

「

付

加

価

値

基

準

」

に

お

け

る

算

出

方

法

の

明

確

化

等

、

③

返

礼

品

等

の

調

達

費

用

の

妥

当

性

確

保

、

④

募

集

費

用

の

透

明

性

の

向

上

、

⑤

返

礼

品

確

認

事

務

の

効

率

化

―

―

の

５

点

。

　

①

は

現

状

だ

と

、

区

域

外

で

製

造

さ

れ

た

製

品

等

で

も

市

町

村

名

等

が

記

載

さ

れ

て

い

る

だ

け

で

広

報

目

的

基

準

を

満

た

す

返

礼

品

と

し

て

認

め

ら

れ

得

る

仕

組

み

と

な

っ

て

い

た

。

こ

れ

に

つ

い

て

直

近

１

年

間

に

市

町

村

等

が

広

報

の

目

的

で

自

ら

調

達

、

配

布

、

販

売

を

行

っ

た

実

績

が

あ

る

な

ど

の

条

件

を

新

た

に

課

す

。

　

②

で

は

付

加

価

値

の

算

出

方

法

に

つ

い

て

価

格

に

基

づ

く

算

出

を

原

則

と

す

る

と

と

も

に

、

付

加

価

値

基

準

に

基

づ

く

返

礼

品

の

製

造

等

を

行

う

者

に

価

値

の

過

半

が

区

域

内

で

生

じ

た

こ

と

の

証

明

を

求

め

、

市

町

村

等

は

返

礼

品

提

供

開

始

日

ま

で

に

そ

の

内

容

を

一

覧

で

公

表

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

よ

う

に

す

る

。

　

③

で

は

、

市

町

村

等

に

よ

る

返

礼

品

の

調

達

費

用

が

一

般

の

小

売

価

格

よ

り

も

か

な

り

割

高

で

あ

る

ケ

ー

ス

が

確

認

さ

れ

た

こ

と

を

受

け

、

「

付

加

価

値

基

準

」

に

基

づ

く

返

礼

品

に

つ

い

て

は

、

製

造

等

を

行

う

者

に

一

般

販

売

価

格

を

②

で

見

直

す

こ

と

と

し

た

証

明

に

記

載

を

求

め

る

こ

と

と

し

た

ほ

か

、

返

礼

品

等

の

調

達

費

用

に

つ

い

て

は

「

合

理

的

な

理

由

な

く

、

一

般

販

売

価

格

よ

り

高

額

で

調

達

す

る

こ

と

が

な

い

よ

う

に

す

る

こ

と

」

を

別

途

通

知

す

る

予

定

と

し

て

い

る

。

　

④

で

は

、

ふ

る

さ

と

納

税

の

返

礼

品

調

達

費

用

や

ポ

ー

タ

ル

サ

イ

ト

へ

の

手

数

料

な

ど

募

集

に

要

す

る

費

用

が

５

０

０

０

億

円

超

の

規

模

に

な

っ

て

い

る

こ

と

を

踏

ま

え

、

募

集

費

用

の

透

明

化

を

促

進

す

る

た

め

、

市

町

村

等

に

「

１

支

払

先

あ

た

り

１

０

０

万

円

以

上

」

の

募

集

費

用

に

つ

い

て

、

そ

の

支

払

先

、

支

払

額

、

支

払

目

的

を

公

表

す

る

こ

と

を

求

め

る

。

　

最

後

に

、

⑤

で

は

、

返

礼

品

等

の

内

容

の

確

認

件

数

が

１

０

０

万

件

を

超

え

る

ま

で

に

増

え

て

い

る

こ

と

を

受

け

て

、

確

認

事

務

の

効

率

化

の

た

め

、

７

年

の

返

礼

品

の

事

前

確

認

で

基

準

不

適

合

等

が

な

か

っ

た

市

町

村

等

は

８

年

の

指

定

手

続

か

ら

一

部

書

類

の

提

出

を

省

略

（

返

礼

品

の

事

前

確

認

を

行

わ

な

い

）

こ

と

と

す

る

。

（３） 税　の　し　る　べ 令和７年（２０２５年） 月 日　



　

国

税

庁

は

、

近

年

に

お

け

る

財

産

評

価

基

本

通

達

６

項

の

適

用

件

数

の

推

移

と

そ

の

対

象

財

産

の

内

訳

を

ま

と

め

た

（

上

図

参

照

、

関

連

記

事

１

面

）

。

　

令

和

４

年

７

月

の

事

務

運

営

指

針

策

定

後

の

５

事

務

年

度

ま

で

の

適

用

は

、

�

件

と

な

っ

て

い

る

。

　

評

価

通

達

６

項

の

訴

訟

件

数

を

見

て

み

る

と

、

３

事

務

年

度

末

が

４

件

、

４

事

務

年

度

末

が

３

件

、

５

事

務

年

度

末

が

３

件

だ

っ

た

。

　

ま

た

、

６

年

度

の

訴

訟

の

終

結

件

数

１

６

８

件

の

う

ち

、

評

価

通

達

６

項

の

適

用

に

関

す

る

事

件

は

２

件

で

、

第

一

審

で

国

側

が

敗

訴

し

係

属

中

の

も

の

と

、

控

訴

審

で

国

側

敗

訴

が

確

定

し

た

も

の

が

あ

る

。

　

融

資

を

受

け

る

際

に

在

庫

や

売

掛

債

権

を

担

保

に

す

る

「

譲

渡

担

保

」

の

ル

ー

ル

を

明

確

化

す

る

新

法

が

５

月

�

日

、

参

院

本

会

議

で

全

会

一

致

に

よ

り

可

決

、

成

立

し

、

６

月

６

日

に

公

布

さ

れ

た

。

不

動

産

を

も

た

な

い

ス

タ

ー

ト

ア

ッ

プ

や

中

小

企

業

な

ど

の

資

金

調

達

の

機

会

が

広

が

る

こ

と

に

な

る

。

こ

れ

ま

で

も

、

実

務

に

お

い

て

譲

渡

担

保

な

ど

の

手

法

は

利

用

さ

れ

て

い

る

が

、

民

法

な

ど

に

明

文

規

定

が

な

く

、

判

例

に

よ

っ

て

ル

ー

ル

が

形

成

さ

れ

て

い

た

。

新

法

の

名

称

は

「

譲

渡

担

保

契

約

及

び

所

有

権

留

保

契

約

に

関

す

る

法

律

」

（

譲

渡

担

保

法

）

で

、

一

部

の

規

定

を

除

き

、

公

布

か

ら

２

年

半

以

内

に

施

行

さ

れ

る

。

　

企

業

の

資

金

調

達

に

お

け

る

担

保

と

し

て

は

、

不

動

産

担

保

や

個

人

保

証

が

広

く

用

い

ら

れ

て

き

た

。

し

か

し

、

不

動

産

を

有

し

な

い

企

業

の

増

加

や

保

証

人

の

負

担

軽

減

か

ら

、

機

械

設

備

や

在

庫

商

品

等

の

動

産

、

売

掛

債

権

等

の

債

権

を

担

保

と

す

る

融

資

を

推

進

す

る

こ

と

が

必

要

と

さ

れ

て

い

た

。

　

譲

渡

担

保

法

で

は

、

動

産

、

債

権

等

を

目

的

と

し

て

実

務

上

使

わ

れ

て

き

た

譲

渡

担

保

、

所

有

権

留

保

つ

い

て

、

明

文

規

定

が

整

備

さ

れ

た

。

譲

渡

担

保

権

等

の

優

劣

に

関

す

る

ル

ー

ル

、

実

行

方

法

、

倒

産

手

続

に

お

け

る

取

扱

い

等

の

見

直

し

も

行

わ

れ

、

譲

渡

担

保

権

の

公

示

性

の

向

上

、

債

務

者

（

設

定

者

）

の

事

業

再

生

の

利

益

等

の

観

点

か

ら

ル

ー

ル

が

合

理

化

さ

れ

た

。

　

ま

た

、

集

合

動

産

譲

渡

担

保

等

に

関

す

る

規

定

も

整

備

さ

れ

た

。

集

合

動

産

譲

渡

担

保

と

は

、

一

定

の

範

囲

に

属

す

る

多

数

の

動

産

全

体

（

構

成

部

分

が

変

動

す

る

も

の

）

に

ま

と

め

て

譲

渡

担

保

権

を

設

定

す

る

も

の

。

集

合

動

産

の

範

囲

に

つ

い

て

は

、

家

電

製

品

や

貴

金

属

製

品

な

ど

と

い

っ

た

種

類

に

加

え

、

所

在

場

所

等

を

指

定

す

る

こ

と

に

よ

り

特

定

す

る

と

し

た

。

指

定

さ

れ

た

範

囲

に

設

定

後

に

含

ま

れ

る

こ

と

と

な

る

動

産

に

も

、

担

保

権

が

及

び

、

対

抗

要

件

具

備

も

で

き

る

こ

と

が

明

文

化

さ

れ

た

。

　

国

税

庁

は

こ

の

ほ

ど

、

令

和

６

年

度

に

お

け

る

「

再

調

査

の

請

求

お

よ

び

訴

訟

の

概

要

」

を

、

ま

た

、

国

税

不

服

審

判

所

は

同

年

度

の

「

審

査

請

求

の

概

要

」

を

公

表

し

た

。

　

再

調

査

の

請

求

の

発

生

件

数

は

、

前

年

度

比

�

・

０

％

減

の

１

４

４

７

件

と

大

幅

に

減

少

し

た

。

こ

れ

は

、

前

年

度

は

請

求

人

１

人

で

３

０

０

件

ほ

ど

の

再

調

査

の

請

求

を

行

う

な

ど

大

型

事

案

が

あ

っ

た

こ

と

な

ど

が

要

因

だ

。

　

再

調

査

の

請

求

の

件

数

は

、

税

目

・

年

分

ご

と

に

カ

ウ

ン

ト

し

て

お

り

、

例

え

ば

１

年

分

の

申

告

所

得

税

お

よ

び

復

興

特

別

所

得

税

の

更

正

処

分

取

消

と

、

重

加

算

税

賦

課

決

定

取

消

の

請

求

が

さ

れ

た

場

合

、

４

件

と

な

る

。

再

調

査

請

求

人

ベ

ー

ス

で

見

る

と

、

約

３

５

０

人

（

前

年

度

は

約

４

０

０

人

）

だ

っ

た

。

　

処

理

件

数

は

、

同

�

・

１

％

減

の

１

７

５

２

件

と

減

少

し

た

。

再

調

査

の

請

求

の

標

準

審

理

期

間

３

カ

月

以

内

の

処

理

件

数

割

合

（

相

互

協

議

事

案

、

公

訴

関

連

事

案

お

よ

び

国

際

課

税

事

案

な

ど

を

除

く

）

は

、

同

０

・

５

㌽

増

の

�

・

７

％

と

な

っ

て

い

る

。

　

こ

の

う

ち

、

納

税

者

の

主

張

が

何

ら

か

の

形

で

認

容

さ

れ

た

件

数

は

、

同

�

・

０

％

減

の

�

件

（

全

部

認

容

�

件

、

一

部

認

容

�

件

）

で

、

認

容

割

合

は

、

同

１

・

３

㌽

減

の

５

・

２

％

（

全

部

０

・

７

％

、

一

部

４

・

５

％

）

だ

っ

た

。

　

国

税

不

服

審

判

所

の

審

査

請

求

の

発

生

件

数

は

、

同

９

・

７

％

減

の

３

５

３

７

件

（

税

目

・

年

分

ご

と

に

カ

ウ

ン

ト

）

と

減

少

し

た

が

、

過

去

�

年

間

で

最

多

だ

っ

た

前

年

度

に

次

ぐ

件

数

で

、

審

査

請

求

人

ベ

ー

ス

で

見

る

と

、

約

７

０

０

人

（

前

年

度

は

約

５

８

０

人

）

と

な

っ

て

い

る

。

　

発

生

件

数

う

ち

、

再

調

査

の

請

求

を

経

ず

に

直

接

審

査

請

求

を

行

っ

た

件

数

も

過

去

最

多

だ

っ

た

前

年

度

よ

り

４

・

３

％

減

の

２

４

６

３

件

と

減

少

し

、

発

生

件

数

に

占

め

る

直

接

審

査

請

求

の

割

合

は

、

同

３

・

９

㌽

増

の

�

・

６

％

と

な

っ

て

い

る

。

　

審

査

請

求

の

処

理

件

数

は

、

同

�

・

８

％

増

の

３

８

７

２

件

で

過

去

�

年

間

で

最

多

。

審

査

請

求

の

標

準

審

理

期

間

１

年

以

内

の

処

理

件

数

割

合

（

相

互

協

議

事

案

、

公

訴

関

連

事

案

な

ど

を

除

く

）

は

、

同

０

・

３

㌽

増

の

�

・

４

％

だ

っ

た

。

こ

の

う

ち

、

納

税

者

の

主

張

が

何

ら

か

の

形

で

認

容

さ

れ

た

件

数

は

、

同

約

２

・

５

倍

の

６

９

３

件

（

全

部

１

７

１

件

、

一

部

５

２

２

件

）

と

大

き

く

増

加

し

、

認

容

割

合

は

、

８

・

２

㌽

増

の

�

・

９

％

（

全

部

４

・

４

％

、

一

部

�

・

５

％

）

だ

っ

た

。

増

加

し

た

要

因

は

、

個

別

事

案

の

影

響

に

よ

る

も

の

。

税

目

別

の

認

容

件

数

を

見

る

と

、

消

費

税

等

の

全

部

認

容

が

同

２

倍

の

１

３

２

件

、

一

部

認

容

が

同

約

８

倍

の

３

９

６

件

と

大

幅

に

増

加

し

た

。

　

消

費

税

等

以

外

の

税

目

の

認

容

件

数

の

内

訳

は

、

申

告

所

得

税

等

１

０

８

件

（

全

部

４

件

、

一

部

１

０

４

件

）

、

源

泉

所

得

税

等

２

件

（

一

部

２

件

）

、

法

人

税

等

�

件

（

全

部

�

件

、

一

部

�

件

）

、

相

続

税

１

件

（

全

部

）

、

登

録

免

許

税

２

件

（

一

部

２

件

）

だ

っ

た

。

　

訴

訟

の

発

生

件

数

は

、

同

３

・

７

％

増

の

１

９

６

件

（

事

件

番

号

ベ

ー

ス

で

カ

ウ

ン

ト

）

。

こ

の

う

ち

、

新

規

（

第

一

審

）

発

生

件

数

は

同

７

・

６

％

減

の

�

件

だ

っ

た

。

　

終

結

件

数

は

、

同

２

・

４

％

減

の

１

６

８

件

で

、

こ

の

う

ち

国

側

が

敗

訴

し

た

も

の

は

８

件

（

全

部

敗

訴

５

件

、

一

部

敗

訴

３

件

）

で

、

敗

訴

割

合

は

同

２

・

８

㌽

減

の

４

・

８

％

（

全

部

３

・

０

％

、

一

部

１

・

８

％

）

だ

っ

た

。

　

敗

訴

８

件

の

内

訳

は

、

所

得

税

２

件

（

一

部

２

件

）

、

法

人

税

３

件

（

全

部

２

件

、

一

部

１

件

）

、

相

続

税

２

件

（

全

部

２

件

）

、

贈

与

税

１

件

（

全

部

）

と

な

っ

て

い

る

。

　

審

級

別

で

見

る

と

、

第

１

審

が

４

件

（

所

得

税

２

件

、

法

人

税

１

件

、

相

続

税

１

件

）

、

控

訴

審

が

４

件

（

法

人

税

２

件

、

相

続

税

１

件

、

贈

与

税

１

件

）

だ

っ

た

。

な

お

、

国

側

敗

訴

８

件

の

う

ち

４

件

が

控

訴

審

で

係

属

中

だ

。

　

一

般

社

団

法

人

全

国

青

色

申

告

会

総

連

合

（

伊

藤

升

吾

会

長

）

は

�

日

、

都

内

で

令

和

７

年

度

定

時

会

員

総

会

を

開

催

し

た

。

総

会

に

は

国

税

庁

か

ら

奥

達

雄

長

官

、

小

宮

敦

史

次

長

を

は

じ

め

と

す

る

幹

部

が

来

賓

と

し

て

出

席

し

た

。

　

冒

頭

、

伊

藤

会

長

が

「

喫

緊

の

課

題

で

あ

る

会

勢

拡

大

に

つ

い

て

は

、

国

税

庁

と

の

連

携

の

も

と

、

青

色

コ

ー

ナ

ー

等

の

あ

り

方

を

議

論

し

て

い

く

。

東

青

連

と

と

も

に

昨

年

度

か

ら

取

り

組

ん

で

い

る

フ

リ

ー

ラ

ン

ス

協

会

と

の

連

携

を

一

層

拡

大

す

る

」

な

ど

と

あ

い

さ

つ

。

続

い

て

議

事

に

入

り

、

令

和

７

年

度

事

業

計

画

案

や

収

支

予

算

案

な

ど

す

べ

て

の

議

案

が

承

認

さ

れ

た

。

　

ま

た

、

総

会

後

の

理

事

会

で

伊

藤

会

長

が

再

選

さ

れ

た

。

　

総

会

、

理

事

会

に

引

き

続

い

て

フ

ォ

ー

ラ

ム

が

行

わ

れ

、

元

国

税

庁

長

官

で

㈱

シ

グ

マ

ク

シ

ス

・

ホ

ー

ル

デ

ィ

ン

グ

ス

取

締

役

・

常

勤

監

査

等

委

員

の

中

原

広

氏

が

「

歴

史

の

韻

に

学

ぶ

…

決

断

の

ヒ

ン

ト

」

と

題

し

て

講

演

＝

写

真

。

歴

史

上

の

で

き

ご

と

を

振

り

返

り

つ

つ

、

経

営

者

が

決

断

す

る

際

に

気

を

つ

け

る

べ

き

事

柄

な

ど

に

つ

い

て

語

っ

た

。

（４）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日 　



　

法

人

税

の

各

事

業

年

度

の

所

得

に

対

す

る

課

税

標

準

は

、

各

事

業

年

度

の

所

得

の

金

額

で

あ

り

、

そ

の

所

得

の

金

額

は

、

当

該

事

業

年

度

の

益

金

の

額

か

ら

損

金

の

額

を

控

除

し

た

金

額

と

さ

れ

る

。

そ

し

て

、

こ

の

場

合

の

「

所

得

」

と

は

、

包

括

的

所

得

概

念

（

純

資

産

増

加

説

）

を

意

味

し

、

担

税

力

を

増

加

さ

せ

る

経

済

的

利

得

一

切

で

あ

る

と

解

さ

れ

て

い

る

。

そ

う

す

る

と

、

法

人

が

支

払

う

法

人

税

額

は

、

明

ら

か

に

純

資

産

を

減

少

さ

せ

る

も

の

で

あ

る

か

ら

、

当

然

、

損

金

の

額

に

な

り

そ

う

な

も

の

で

あ

る

。

　

も

っ

と

も

、

法

人

税

法

は

、

損

金

の

額

に

つ

い

て

も

「

別

段

の

定

め

」

を

設

け

て

い

る

と

こ

ろ

、

法

人

税

法

�

条

１

項

は

、

法

人

税

額

及

び

地

方

法

人

税

額

は

、

別

掲

の

も

の

を

除

き

、

損

金

の

額

に

算

入

し

な

い

旨

定

め

て

い

る

。

た

だ

し

、

退

職

年

金

等

積

立

金

に

対

す

る

法

人

税

額

等

に

つ

い

て

は

、

損

金

算

入

を

認

め

て

い

る

。

　

こ

の

よ

う

な

法

人

税

額

の

損

金

不

算

入

に

つ

い

て

は

、

理

論

的

に

明

確

な

根

拠

が

あ

る

わ

け

で

は

な

い

。

例

え

ば

、

所

得

に

対

す

る

租

税

で

あ

る

か

ら

損

金

不

算

入

に

な

る

旨

の

も

っ

と

も

ら

し

い

説

も

あ

る

が

、

同

じ

く

所

得

を

課

税

標

準

に

し

て

い

る

事

業

税

に

つ

い

て

は

、

損

金

算

入

を

認

め

て

い

る

と

こ

ろ

で

あ

る

。

そ

し

て

、

国

に

よ

っ

て

は

法

人

税

額

の

損

金

算

入

を

認

め

て

い

る

と

こ

ろ

も

あ

り

、

我

が

国

で

も

昭

和

�

年

ま

で

は

損

金

算

入

を

認

め

て

き

た

と

こ

ろ

で

あ

る

。

　

ま

た

、

学

説

的

に

は

、

法

人

税

と

所

得

税

を

一

体

的

に

考

え

る

一

体

課

税

説

の

下

で

は

、

法

人

税

は

所

得

税

の

前

取

り

で

あ

る

か

ら

、

源

泉

所

得

税

と

同

様

に

損

金

不

算

入

に

な

る

旨

説

く

者

も

あ

る

。

し

か

し

、

源

泉

所

得

税

は

、

給

与

等

に

係

る

所

得

税

額

を

立

て

替

え

払

い

す

る

よ

う

な

も

の

で

あ

る

か

ら

、

同

一

に

扱

う

こ

と

は

困

難

で

あ

る

。

　

そ

れ

な

ら

ば

、

法

人

税

の

独

立

課

税

を

認

め

る

独

立

課

税

説

の

下

で

は

、

法

人

税

額

は

損

金

算

入

に

な

る

の

か

と

言

え

ば

、

そ

れ

も

必

ず

し

も

一

律

で

は

な

い

。

あ

る

者

は

、

所

得

税

で

あ

れ

、

法

人

税

で

あ

れ

、

所

得

に

対

す

る

課

税

で

あ

る

か

ら

、

所

得

税

額

が

個

人

の

必

要

経

費

に

該

当

し

な

い

以

上

、

法

人

税

額

も

損

金

の

額

に

算

入

さ

れ

な

い

の

は

当

然

で

あ

る

、

と

説

く

。

　

な

ら

ば

、

所

得

税

額

が

必

要

経

費

に

算

入

さ

れ

な

い

の

は

な

ぜ

か

？

　

と

い

う

問

い

に

は

、

定

か

な

答

え

が

あ

る

わ

け

で

は

な

い

。

む

し

ろ

、

所

得

課

税

は

、

国

家

に

対

す

る

応

益

負

担

の

面

か

ら

そ

の

課

税

根

拠

が

正

当

化

さ

れ

る

こ

と

が

あ

る

が

、

そ

れ

な

ら

ば

、

所

得

税

は

、

個

人

が

国

家

か

ら

受

け

る

利

益

又

は

保

護

を

課

税

の

標

準

と

し

て

課

税

す

べ

き

と

い

う

こ

と

に

も

な

る

。

そ

う

な

る

と

、

個

人

に

対

す

る

所

得

税

は

、

個

人

が

国

家

か

ら

受

け

る

利

益

が

そ

の

個

人

の

所

得

高

に

比

例

す

る

と

い

う

観

念

の

下

に

、

応

能

負

担

の

原

則

も

加

わ

っ

て

、

累

進

課

税

も

正

当

化

さ

れ

る

こ

と

に

な

る

。

　

さ

す

れ

ば

、

所

得

税

額

は

、

そ

れ

を

支

払

う

個

人

に

と

っ

て

国

家

か

ら

受

け

た

利

益

に

対

す

る

対

価

で

あ

る

と

観

念

し

得

る

こ

と

と

な

り

、

対

価

で

あ

る

が

故

に

必

要

経

費

に

算

入

す

る

こ

と

は

当

然

で

あ

る

と

も

考

え

ら

れ

る

。

こ

の

よ

う

な

考

え

方

は

、

経

済

活

動

の

主

体

で

あ

る

法

人

に

対

す

る

所

得

課

税

（

法

人

税

）

に

お

い

て

は

一

層

適

合

す

る

こ

と

に

な

る

。

特

に

、

法

人

税

に

つ

い

て

は

、

所

得

税

の

よ

う

な

応

能

負

担

の

原

則

に

よ

り

累

進

税

率

が

適

用

さ

れ

て

い

る

わ

け

で

も

な

い

の

で

、

法

人

税

額

の

損

金

算

入

を

認

め

て

も

そ

れ

ほ

ど

弊

害

が

あ

る

と

も

考

え

ら

れ

な

い

。

　

そ

う

な

る

と

、

法

人

税

額

の

損

金

算

入

を

認

め

る

こ

と

は

、

理

論

的

に

は

正

し

い

よ

う

に

も

考

え

ら

れ

る

。

し

か

し

な

が

ら

、

租

税

政

策

を

決

定

す

る

租

税

原

則

に

は

、

前

述

の

応

益

課

税

の

原

則

や

応

能

課

税

の

原

則

よ

り

も

優

位

に

考

え

ら

れ

る

十

分

の

原

則

が

あ

る

。

こ

の

十

分

の

原

則

は

、

租

税

収

入

は

、

国

家

経

費

支

出

に

足

り

る

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

ず

、

財

政

需

要

は

租

税

収

入

に

よ

り

充

足

さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

こ

と

を

意

味

す

る

。

ま

た

、

こ

の

原

則

は

、

租

税

収

入

の

安

定

に

も

貢

献

す

る

こ

と

に

な

る

。

　

こ

の

場

合

、

所

得

税

も

法

人

税

も

国

の

基

幹

税

で

あ

る

と

こ

ろ

、

所

得

税

額

及

び

法

人

税

額

を

必

要

経

費

又

は

損

金

の

額

に

算

入

す

る

と

、

一

定

の

税

収

を

確

保

す

る

た

め

に

は

、

そ

れ

ぞ

れ

の

税

率

を

引

き

上

げ

ざ

る

を

得

な

く

な

る

。

そ

の

上

に

、

租

税

収

入

に

破

綻

を

来

た

し

、

税

収

が

不

安

定

に

な

る

。

そ

の

上

に

、

そ

う

な

る

と

、

十

分

の

原

則

が

支

配

す

る

租

税

政

策

上

容

認

し

が

た

い

こ

と

に

な

る

。

　

結

局

、

法

人

税

額

は

、

本

来

、

損

金

性

を

有

す

る

も

の

で

あ

る

と

し

て

も

、

租

税

政

策

上

現

行

制

度

に

落

ち

着

く

こ

と

に

な

る

。

　給与所得者が自らの職務に直接必要な

支出をした場合において
、一定の要件を

満たすときには、その支出を給与所得控

除に上乗せして控除できるという特定支

出控除があります。この制度は勤務先の

証明が必要となるという観点から、今回

は、特定支出控除の概要と留意点につい

て解説していきます。

１　特定支出控除の概要

　特定支出控除とは、給与所得者が支出

した一定の費用（特定支出）が、給与所

得控除額の２分の１を超えるときに、そ

の超える部分を所得控除として認める制

度です。なお、特定支出には、次のよう

なものがあります。

　①　通勤費（実費で支給されない部分）

　②　転居費（転勤に伴うもの）

　③　研修費（職務に直接必要な研修）

　④　資格取得費（職務に直接必要な資

格）

　⑤　帰宅旅費（単身赴任者の帰宅旅費）

　⑥　勤務必要経費（図書費・衣服費・

交際費）（その支出の合計が�万円を

超える場合には�万円までに限る）

　例えば、会社の指示により職務上必要

な資格を取得するために、自費で支出し

た場合、その資格取得費が特定支出に該

当し、かつ給与所得控除額の２分の１を

超えていれば控除が可能になります。

２　適用を受けるための手続き

　特定支出控除の適用を受けるために

は、次のような手続きが必要です。

　①　特定支出であることについて勤務

先等の証明

　②　所得税の確定申告書へ金額等の記

載

　③　支出を証明する領収書等の書類添

付

　なお、勤務先が認めない場合や支出の

性質が「職務に直接必要と認められない」

と判断された場合は、特定支出に該当し

ない可能性がありますので、事前の確認

が重要です。

３　近年の動向と令和５年度税制改正の

　近年、フリーランスや副業の増加に伴

い、給与所得者に該当するか否かや、職

務上必要な支出かどうかの線引きが複雑

化する傾向が強まっています。そのため、

従来よりも判断に迷うケースが増えてい

ます。個別の状況に応じてその都度、通

達や国税庁のＱ＆Ａ等や法令解釈に照ら

して、検討することが重要です。

　さらに、令和５年度税制改正では、個

人のキャリアアップや学び直しの促進を

目的として「教育訓練給付制度」との連

動による特例措置が創設されました。具

体的には、厚生労働大臣が指定する「教

育訓練給付指定講座（専門実践教育訓練

等）」を自己負担で受講した場合、特定

支出控除の対象とすることが可能となり

ました。特定支出に該当する旨の証明書

については、給与支払者による証明及び

証明書発行とされていましたが、改正に

より一定の研修費及び資格取得費につい

ては、キャリアコンサルタントによる証

明及び証明書発行によることが可能とな

りました。 （おわり）

（５） 税　の　し　る　べ 令和７年（２０２５年） 月 日　



　

法

人

税

に

関

す

る

法

令

・

通

達

が

規

定

す

る

内

容

は

極

め

て

広

範

囲

に

及

ぶ

と

同

時

に

き

め

細

か

く

定

め

ら

れ

て

い

る

た

め

非

常

に

ボ

リ

ュ

ー

ム

が

あ

り

、

か

つ

難

解

で

あ

る

と

い

わ

れ

て

い

る

。

　

本

書

は

、

そ

の

よ

う

な

法

人

税

に

関

す

る

基

本

的

事

項

を

図

表

や

フ

ロ

ー

チ

ャ

ー

ト

を

多

用

し

て

体

系

的

に

解

説

。

　

「

法

人

税

の

基

礎

事

項

」

か

ら

始

ま

り

、

有

価

証

券

、

固

定

資

産

な

ど

を

解

説

し

た

第

３

章

の

「

資

産

の

税

務

」

、

資

産

の

評

価

損

、

貸

倒

損

失

な

ど

を

盛

り

込

ん

だ

第

５

章

の

「

損

失

の

税

務

」

、

特

定

資

産

の

買

換

え

な

ど

を

解

説

し

た

第

８

章

「

圧

縮

記

帳

等

」

、

貸

倒

引

当

金

な

ど

を

解

説

し

た

第

９

章

の

「

引

当

金

、

準

備

金

」

、

そ

の

他

、

「

企

業

組

織

再

編

税

制

」

「

信

託

税

制

」

「

公

益

法

人

の

税

務

」

「

税

額

計

算

、

申

告

、

納

付

」

「

消

費

税

等

の

取

扱

い

」

「

電

子

帳

簿

等

保

存

制

度

」

「

グ

ル

ー

プ

通

算

制

度

」

な

ど

全

�

章

で

構

成

。

　

今

回

の

改

訂

に

当

た

っ

て

は

、

新

リ

ー

ス

会

計

基

準

に

対

応

す

る

措

置

、

中

小

企

業

経

営

強

化

税

制

の

見

直

し

及

び

防

衛

特

別

法

人

税

の

創

設

を

は

じ

め

と

す

る

令

和

７

年

度

税

制

改

正

を

織

り

込

み

更

に

内

容

を

充

実

。

　

Ｂ

５

判

、

９

２

４

ペ

ー

ジ

。

定

価

３

７

４

０

円

（

税

込

み

）

。

申

し

込

み

は

、

（

一

財

）

大

蔵

財

務

協

会

販

売

局

（

℡

�

―

３

８

２

９

―

４

１

４

１

、

�

�

―

３

８

２

９

―

４

０

０

１

）

。

　

滞

納

処

分

に

お

い

て

相

続

財

産

管

理

人

の

報

酬

が

国

税

債

権

に

優

先

す

る

こ

と

が

自

明

の

理

で

あ

る

と

は

い

え

ず

、

ま

た

、

差

押

財

産

の

選

択

等

に

関

す

る

判

断

は

不

合

理

と

は

認

め

ら

れ

な

い

と

し

た

事

例

。

　

原

処

分

庁

が

、

死

亡

し

た

滞

納

者

か

ら

納

税

義

務

を

承

継

し

た

相

続

財

産

法

人

で

あ

る

審

査

請

求

人

の

滞

納

国

税

を

徴

収

す

る

た

め

、

請

求

人

の

有

す

る

債

権

の

差

押

処

分

を

し

た

の

に

対

し

、

請

求

人

が

、

当

該

差

押

処

分

は

無

益

な

差

押

え

に

該

当

す

る

な

ど

と

し

て

、

そ

の

全

部

の

取

消

し

を

求

め

た

事

案

で

、

国

税

不

服

審

判

所

は

、

当

該

差

押

処

分

は

無

益

な

差

押

え

に

該

当

し

な

い

と

し

て

、

処

分

は

適

法

で

あ

る

と

し

た

（

令

和

６

年

�

月

４

日

付

、

公

表

裁

決

）

。

基

礎

事

実

等

　

Ａ

氏

（

本

件

被

相

続

人

）

は

、

本

件

滞

納

国

税

を

納

期

限

ま

で

に

完

納

せ

ず

、

原

処

分

庁

は

、

令

和

元

年

５

月

�

日

付

で

、

国

税

通

則

法

第

�

条

《

督

促

》

の

規

定

に

基

づ

き

、

本

件

被

相

続

人

に

対

し

て

督

促

状

を

送

付

し

、

本

件

滞

納

国

税

に

つ

い

て

そ

の

納

付

を

督

促

し

た

。

　

本

件

被

相

続

人

は

、

元

年

６

月

に

死

亡

し

た

。

　

本

件

被

相

続

人

に

つ

い

て

は

、

相

続

人

の

あ

る

こ

と

が

明

ら

か

で

な

か

っ

た

こ

と

か

ら

、

民

法

第

９

５

１

条

の

規

定

に

よ

り

、

そ

の

相

続

財

産

（

本

件

相

続

財

産

）

は

法

人

と

さ

れ

、

当

該

相

続

財

産

法

人

で

あ

る

請

求

人

は

、

通

則

法

第

５

条

《

相

続

に

よ

る

国

税

の

納

付

義

務

の

承

継

》

第

１

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

本

件

被

相

続

人

か

ら

本

件

滞

納

国

税

を

納

め

る

義

務

を

承

継

し

た

。

　

家

庭

裁

判

所

は

、

Ｘ

の

請

求

に

よ

り

、

民

法

第

９

５

２

条

《

相

続

財

産

の

管

理

人

の

選

任

》

第

１

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

弁

護

士

Ｂ

を

本

件

相

続

財

産

の

管

理

人

と

し

て

選

任

し

た

。

　

請

求

人

は

、

２

年

８

月

�

日

、

Ｙ

銀

行

に

「

亡

Ａ

相

続

財

産

管

理

人

Ｂ

」

名

義

の

普

通

預

金

口

座

（

本

件

預

金

口

座

）

を

開

設

し

た

。

　

原

処

分

庁

は

、

３

年

６

月

�

日

付

で

、

請

求

人

に

対

し

、

「

相

続

に

よ

る

納

税

義

務

承

継

通

知

書

」

を

送

付

し

た

。

　

原

処

分

庁

所

属

の

本

件

徴

収

担

当

職

員

は

、

５

年

８

月

�

日

付

で

、

本

件

滞

納

国

税

を

徴

収

す

る

た

め

、

国

税

徴

収

法

第

�

条

《

差

押

の

要

件

》

第

１

項

柱

書

及

び

同

項

第

１

号

の

規

定

に

基

づ

き

、

徴

収

法

第

�

条

《

差

押

え

の

手

続

及

び

効

力

発

生

時

期

》

第

１

項

に

規

定

す

る

手

続

に

よ

り

、

本

件

預

金

口

座

の

残

高

の

一

部

の

払

戻

請

求

権

を

差

し

押

さ

え

た

（

本

件

差

押

処

分

）

。

　

争

点

は

、

本

件

差

押

処

分

は

、

徴

収

法

第

�

条

《

超

過

差

押

及

び

無

益

な

差

押

の

禁

止

》

第

２

項

に

規

定

す

る

無

益

な

差

押

え

に

該

当

す

る

か

否

か

（

争

点

１

）

、

本

件

差

押

処

分

は

、

不

当

な

処

分

で

あ

る

か

否

か

（

争

点

２

）

。

請

求

人

の

主

張

　

争

点

１

　

①

民

法

第

８

８

５

条

《

相

続

財

産

に

関

す

る

費

用

》

本

文

の

「

費

用

」

に

は

相

続

財

産

管

理

人

の

報

酬

や

立

替

経

費

が

含

ま

れ

、

管

理

人

が

同

法

第

９

２

９

条

《

公

告

期

間

満

了

後

の

弁

済

》

た

だ

し

書

の

「

優

先

権

を

有

す

る

債

権

者

」

に

該

当

す

る

こ

と

、

②

相

続

財

産

の

清

算

手

続

は

破

産

手

続

に

類

似

し

、

徴

収

法

第

９

条

《

強

制

換

価

手

続

の

費

用

の

優

先

》

の

準

用

又

は

類

推

適

用

に

よ

り

管

理

人

の

報

酬

債

権

が

国

税

に

優

先

す

る

と

し

た

上

で

、

管

理

人

の

予

定

報

酬

額

は

、

本

件

預

金

口

座

の

残

高

を

上

回

る

こ

と

か

ら

、

本

件

差

押

処

分

は

、

無

益

な

差

押

え

に

当

た

り

徴

収

法

第

�

条

第

２

項

に

反

す

る

。

　

争

点

２

　

管

理

人

の

報

酬

額

が

差

押

財

産

の

価

額

を

上

回

る

に

も

か

か

わ

ら

ず

滞

納

処

分

に

よ

る

差

押

え

を

行

う

と

い

う

運

用

が

認

め

ら

れ

て

し

ま

う

と

、

管

理

人

の

役

職

を

引

き

受

け

る

者

が

い

な

く

な

る

と

い

う

不

当

な

状

況

に

陥

る

可

能

性

が

あ

り

、

ま

た

、

原

処

分

庁

は

、

回

収

の

努

力

も

せ

ず

に

、

管

理

人

の

努

力

の

結

果

集

め

ら

れ

た

も

の

を

横

取

り

し

て

い

る

に

等

し

く

、

本

件

差

押

処

分

は

不

当

で

あ

る

。

審

判

所

の

判

断

　

争

点

１

　

①

相

続

財

産

法

人

に

対

す

る

債

権

者

は

、

相

続

財

産

法

人

に

つ

い

て

管

理

人

に

よ

る

清

算

が

行

わ

れ

て

い

る

場

合

で

あ

っ

て

も

、

強

制

執

行

や

滞

納

処

分

を

行

う

こ

と

が

妨

げ

ら

れ

な

い

と

こ

ろ

、

滞

納

処

分

に

お

い

て

は

、

徴

収

法

第

８

条

《

国

税

優

先

の

原

則

》

に

よ

り

、

徴

収

法

第

２

章

《

国

税

と

他

の

債

権

と

の

調

整

》

に

別

段

の

定

め

が

あ

る

場

合

を

除

き

国

税

は

他

の

債

権

に

優

先

す

る

と

規

定

さ

れ

て

い

る

の

で

あ

る

か

ら

、

上

記

民

法

の

規

定

は

管

理

人

の

報

酬

が

国

税

に

優

先

す

る

こ

と

の

根

拠

と

な

る

も

の

で

は

な

く

、

②

破

産

手

続

で

は

国

税

債

権

者

は

滞

納

処

分

の

執

行

が

制

限

さ

れ

る

一

方

で

破

産

管

財

人

に

交

付

要

求

手

続

を

行

う

こ

と

で

破

産

財

団

か

ら

随

時

弁

済

や

配

当

を

受

け

る

こ

と

が

で

き

る

の

に

対

し

、

相

続

財

産

の

清

算

手

続

で

は

、

滞

納

処

分

の

執

行

は

制

限

さ

れ

な

い

こ

と

や

、

相

続

財

産

を

も

っ

て

相

続

債

権

者

等

に

対

す

る

債

務

を

完

済

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

と

認

め

る

と

き

に

は

管

理

人

は

破

産

手

続

開

始

の

申

立

て

が

で

き

る

こ

と

に

鑑

み

れ

ば

、

管

理

人

に

よ

る

清

算

手

続

は

、

破

産

手

続

と

そ

の

性

質

を

異

に

す

る

も

の

で

あ

っ

て

、

強

制

換

価

手

続

に

相

当

す

る

も

の

と

は

い

え

な

い

か

ら

、

徴

収

法

第

９

条

は

準

用

又

は

類

推

適

用

さ

れ

な

い

。

　

し

た

が

っ

て

、

管

理

人

の

報

酬

債

権

は

国

税

に

優

先

せ

ず

、

他

に

被

差

押

債

権

に

つ

き

国

税

に

優

先

す

る

債

権

は

確

認

で

き

な

か

っ

た

か

ら

、

本

件

差

押

処

分

は

無

益

な

差

押

え

に

該

当

し

な

い

。

　

争

点

２

　

請

求

人

は

、

本

件

差

押

処

分

ま

で

の

２

年

以

上

の

間

、

原

処

分

庁

か

ら

複

数

回

の

催

告

を

受

け

た

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

国

税

に

充

て

る

金

額

は

残

っ

て

い

な

い

と

し

て

本

件

滞

納

国

税

を

自

主

納

付

し

な

か

っ

た

こ

と

か

ら

す

る

と

、

本

件

滞

納

国

税

に

つ

い

て

自

主

納

付

に

よ

る

完

納

の

見

込

み

が

あ

っ

た

と

は

い

え

な

か

っ

た

の

で

あ

る

か

ら

、

原

処

分

庁

と

し

て

は

、

本

件

滞

納

国

税

を

徴

収

す

る

た

め

に

は

、

財

産

の

差

押

え

に

よ

っ

て

回

収

を

図

ら

ざ

る

を

得

な

か

っ

た

と

い

う

べ

き

で

あ

り

、

ま

た

、

公

売

手

続

に

時

間

を

要

す

る

不

動

産

で

は

な

く

預

金

債

権

を

差

押

え

の

対

象

と

し

た

判

断

が

、

法

や

制

度

の

趣

旨

及

び

目

的

に

照

ら

し

て

不

合

理

と

は

認

め

ら

れ

ず

、

本

件

差

押

処

分

が

不

当

な

処

分

で

あ

る

と

は

認

め

ら

れ

な

い

。

（６）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日 　



　

最

終

回

は

、

〝

あ

っ

た

ら

い

い

な

こ

ん

な

規

定

〟

の

ま

と

め

と

し

て

、

い

く

つ

か

の

事

例

を

紹

介

し

ま

す

。

【

事

例

１

ホ

ー

ム

リ

ー

ブ

費

用

の

範

囲

の

明

確

化

】

　

国

内

で

長

期

間

（

お

お

む

ね

２

年

以

上

）

引

き

続

き

勤

務

し

て

い

る

外

国

人

に

対

し

て

、

使

用

者

が

就

業

規

則

等

に

よ

り

相

当

の

勤

務

期

間

（

お

お

む

ね

１

年

以

上

の

期

間

）

を

経

過

す

る

ご

と

に

休

暇

帰

国

を

認

め

、

そ

の

帰

国

の

た

め

に

必

要

な

旅

行

費

用

を

支

給

す

る

場

合

に

は

、

そ

の

旅

行

に

係

る

往

復

運

賃

に

つ

い

て

は

、

現

物

給

与

と

し

て

課

税

し

な

く

て

差

支

え

な

い

と

の

個

別

通

達

（

昭

�

・

１

・

�

直

法

６

―

１

「

ホ

ー

ム

リ

ー

ブ

通

達

」

）

が

あ

り

ま

す

。

　

対

処

に

悩

ん

だ

の

は

、

航

空

便

の

チ

ケ

ッ

ト

を

用

意

し

た

が

、

子

ど

も

の

学

校

の

関

係

、

本

人

の

仕

事

の

都

合

で

の

帰

国

日

程

の

変

更

が

生

じ

、

飛

行

機

チ

ケ

ッ

ト

の

キ

ャ

ン

セ

ル

を

余

儀

無

く

さ

れ

る

場

合

が

多

々

あ

る

こ

と

で

す

。

こ

の

キ

ャ

ン

セ

ル

費

用

が

ホ

ー

ム

リ

ー

ブ

の

旅

費

費

用

の

範

囲

と

み

る

か

否

か

で

す

。

キ

ャ

ン

セ

ル

料

を

現

物

給

与

該

当

と

の

判

断

も

あ

る

よ

う

で

す

。

　

国

際

化

多

忙

の

中

で

、

日

程

変

更

は

日

常

的

と

考

え

る

と

、

キ

ャ

ン

セ

ル

料

は

、

往

復

運

賃

の

付

随

費

用

と

考

え

て

、

現

物

給

与

課

税

の

対

象

に

な

ら

な

い

と

の

Ｆ

Ａ

Ｑ

が

あ

る

と

悩

み

が

減

る

の

で

す

が

…

。

【

事

例

２

納

期

の

特

例

の

適

用

範

囲

の

拡

大

】

　

小

規

模

法

人

で

も

非

居

住

者

に

対

し

て

報

酬

を

支

払

う

事

例

が

増

え

て

い

ま

す

。

現

行

、

源

泉

所

得

税

の

納

期

の

特

例

適

用

法

人

に

あ

っ

て

も

、

非

居

住

者

に

対

す

る

報

酬

が

あ

る

と

別

個

に

翌

日

�

日

ま

で

に

納

付

す

る

こ

と

と

な

り

、

納

期

特

例

の

メ

リ

ッ

ト

を

享

受

で

き

な

い

こ

と

に

な

り

ま

す

。

　

非

居

住

に

係

る

納

税

に

つ

い

て

も

、

税

理

士

報

酬

と

同

様

に

納

期

の

特

例

の

適

用

対

象

項

目

と

し

て

い

た

だ

け

れ

ば

、

事

務

処

理

上

、

助

か

る

の

で

す

が

…

。

【

事

例

３

所

得

税

の

申

告

期

限

の

延

長

制

度

】

　

国

際

化

の

伸

張

に

伴

い

、

国

外

源

泉

所

得

を

合

算

し

て

、

総

合

課

税

申

告

す

る

居

住

者

も

増

加

し

て

お

り

ま

す

。

国

外

源

泉

所

得

に

係

る

、

例

え

ば

支

払

調

書

や

国

外

不

動

産

賃

貸

所

得

の

決

算

書

を

入

手

す

る

に

は

、

相

当

の

時

間

と

労

力

を

要

し

ま

す

（

韓

国

の

所

得

税

確

定

申

告

期

限

は

５

月

�

日

ま

で

で

す

の

で

韓

国

で

の

利

子

や

配

当

の

支

払

調

書

を

入

手

す

る

に

は

、

特

別

な

申

請

を

し

て

早

期

の

発

行

を

願

う

こ

と

に

な

り

ま

す

）

。

そ

こ

で

、

国

外

源

泉

所

得

が

一

定

額

の

金

額

以

上

に

該

当

す

る

場

合

の

所

得

税

確

定

申

告

期

限

の

延

長

申

請

制

度

が

あ

れ

ば

良

い

の

で

す

が

…

。

こ

れ

も

国

際

化

対

応

か

と

。

【

事

例

４

非

居

住

者

の

借

上

社

宅

の

費

用

負

担

】

　

外

資

系

内

国

法

人

の

代

表

者

に

は

、

非

居

住

者

の

方

も

増

加

し

て

い

ま

す

。

当

該

代

表

者

が

来

日

し

て

内

国

法

人

の

勤

務

を

す

る

上

で

の

苦

労

は

、

ホ

テ

ル

の

手

当

で

す

。

ホ

テ

ル

代

も

高

騰

し

て

お

り

、

急

な

予

約

も

困

難

な

状

況

が

続

い

て

お

り

ま

す

。

そ

こ

で

代

表

者

用

の

借

上

社

宅

の

提

供

を

し

て

い

る

企

業

も

あ

り

ま

す

。

こ

の

費

用

と

し

て

、

賃

借

料

の

�

％

を

徴

収

せ

ず

現

物

給

与

課

税

し

て

い

る

と

家

賃

の

徴

収

（

所

基

通

�

―

�

）

が

な

い

と

判

断

さ

れ

ま

す

が

、

徴

収

が

あ

っ

た

と

見

な

せ

な

い

か

、

ま

た

、

使

用

頻

度

は

、

１

カ

月

に

長

く

て

１

週

間

で

す

。

そ

こ

で

、

家

賃

相

当

額

の

計

算

（

所

基

通

�

―

�

）

に

当

た

っ

て

、

使

用

日

数

按

分

規

定

が

あ

っ

た

ら

良

い

の

で

す

が

…

。

【

附

言

】

　

実

務

で

気

付

い

た

〝

あ

っ

た

ら

い

い

な

〟

に

つ

い

て

述

べ

て

き

ま

し

た

が

、

私

に

、

も

う

少

し

文

章

表

現

能

力

が

あ

っ

た

ら

い

い

な

!!

で

す

。

（

お

わ

り

）

き

　好みのお酒を見つけるための唎き酒は、まずは色、香

りを確認（連載�）し、いよいよ味わいです。

■味を確かめる　２種類以上を比べ飲みすると違いがわ

かりやすくなります。主なチェック項目は以下の通り。

感じたことを言葉にし、スマホなどに保存しましょう。

・甘い、辛い　甘さの度合い（連載２も参考に）

・濃淡　濃厚な味わいか、あっさりと淡い印象か。

・酸　レモンのようにフレッシュな印象の酸か、ずっ

しりと重みを感じる酸か。また、その強弱を確認。

・苦味、渋味　苦味や渋味の要素があるかチェック。

苦さや渋みは、料理を引き立てることもあるので、必ず

しもマイナス要素ではありません。

・重さ、軽さ　ヘビー級のフルボディタイプか、淡く

て軽やかなライトボディタイプか。

・舌触り　肌理が細かくシルキータッチか、ザラリと

粗くてゴツイ印象か、泡を感じるか。

・喉越し　飲み込んだ時の喉の滑りの感触を確かめる

・切れ　飲んだ後、味がスパッと切れるか、切れずに

残る感じか、ゆっくりとフェイドアウトするか。

　以上、挙げてみましたが、初めからすべてを意識する

のは難しいと思います。甘辛、酸の強弱、味の濃淡、切

れ味の４つの項目から始めるのもいいでしょう。

■全体像を掴む　全体像を表現してみましょう。たとえ

ば「透明で、わずかに発泡。香りは柑橘系、舌触りはシ

ルキー。軽い旨味とほのかな甘味をフレッシュな酸が引

き締め、すっきりと切れる。軽くて、研ぎ澄まされた印

象。夏に飲みたいすっきり系」といった具合。

　景色や人物に例えるも楽しいものです。透明感のある

清々しいタイプを「清流のよう」とか、重厚な印象なら

「野武士のよう」と表現するのです。

き

友人と唎き酒をするときは、有名人に例える遊びをお勧

めします。たとえば、上品な印象のお酒を「吉永小百合

のイメージ」、熟成味があり、燻し銀の魅力だと思った

ら「高倉健さんみたい」などと発表し合うのです。その

際に、なぜその人を選んだのか、理由も添えましょう。

「すっきり系の美酒だから僕は北川景子だな」「優しく

てシュっとしてるからＳｎｏｗＭａｎの目黒蓮クン�♥」とい

った具合です。「わかる～」と言ってもらえるのは嬉し

いものですが、意見が一致しなくても盛り上がるはず。

日本酒ライフ、自由に愉しんでください。 （おわり）

（７） 税　の　し　る　べ 令和７年（２０２５年） 月 日　



　東京・神田間税会（石澤長一郎会長）

は�日、都内で「お酒の魅力と酒税制度」

をテーマにした勉強会を開催した。

　当日は、同会会員や渡部淳神田税務署

長らが出席。

　勉強会では、まず初めに神田税務署の

酒類指導官による酒税法の基礎講座で酒

税の仕組み等を学んだ後、東京小売酒販

組合神田支部の小川聡氏が、最近の日本

酒の傾向のほか、日本各地の代表的な銘

柄の魅力や味わいの違いを分かりやすく

解説。日本酒についての理解を深めたと

ころで飲み比べを行い、終始にぎやかな

雰囲気に包まれた＝写真。

　石澤会長は、会員の知識向上と会活動

の活性化を目的に、今後もさまざまなテ

ーマの勉強会を開催することを目指し、

「講師を招いた専門的な内容を企画する

ことで、会の活動に新たな活気を呼び込

みたい」としている。

　

福

岡

県

青

色

申

告

会

連

合

会

（

梅

原

祐

治

会

長

）

は

�

日

、

福

岡

市

博

多

区

の

Ａ

Ｎ

Ａ

ク

ラ

ウ

ン

プ

ラ

ザ

ホ

テ

ル

福

岡

で

令

和

７

年

度

定

時

総

会

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

県

下

各

単

位

会

の

役

職

員

と

来

賓

と

し

て

福

岡

国

税

局

の

竹

澤

孝

行

課

税

第

１

部

長

や

小

嶋

将

君

個

人

課

税

課

長

、

博

多

税

務

署

の

金

子

健

太

郎

署

長

、

友

誼

団

体

の

代

表

ら

が

出

席

し

た

。

　

梅

原

会

長

の

あ

い

さ

つ

の

後

、

令

和

７

年

度

事

業

計

画

と

し

て

指

導

活

動

の

充

実

強

化

、

税

制

政

策

活

動

の

推

進

、

会

員

増

強

運

動

と

組

織

強

化

な

ど

を

決

め

た

。

　

さ

ら

に

最

重

点

事

業

と

し

て

▽

ス

マ

ホ

申

告

や

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

を

周

知

し

、

会

員

事

業

所

の

従

業

員

が

行

う

確

定

申

告

等

を

支

援

す

る

▽

会

計

ソ

フ

ト

「

ブ

ル

ー

リ

タ

ー

ン

Ａ

」

の

デ

ー

タ

・

ス

ト

レ

ー

ジ

サ

ー

ビ

ス

の

導

入

を

通

じ

て

、

会

員

の

利

便

性

や

指

導

効

率

の

向

上

を

目

指

す

な

ど

を

盛

り

込

ん

で

い

る

。

　

東

京

納

税

貯

蓄

組

合

総

連

合

会

（

近

藤

忠

夫

会

長

）

は

�

日

、

上

野

精

養

軒

で

定

期

総

会

を

開

い

た

＝

写

真

。

来

賓

に

は

、

東

京

国

税

局

の

玉

生

真

徴

収

部

長

、

東

京

都

の

武

田

康

弘

主

税

局

長

ら

が

招

か

れ

た

。

　

総

会

で

は

、

令

和

７

年

度

の

活

動

の

重

点

目

標

と

し

て

、

税

知

識

の

普

及

と

納

税

思

想

の

高

揚

、

租

税

教

育

活

動

の

推

進

、

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

普

及

・

拡

大

、

組

織

の

再

構

築

と

人

材

育

成

、

デ

ジ

タ

ル

化

へ

の

適

切

な

対

応

な

ど

を

掲

げ

た

。

　

ま

た

、

新

地

区

連

合

会

長

の

紹

介

の

ほ

か

、

会

活

動

に

功

績

の

あ

っ

た

会

員

一

人

ひ

と

り

に

、

近

藤

会

長

か

ら

感

謝

状

が

贈

呈

さ

れ

た

。

　

そ

の

後

の

懇

親

会

で

は

、

公

益

財

団

法

人

東

京

税

務

協

会

の

加

藤

隆

理

事

長

が

祝

辞

を

述

べ

、

関

係

者

で

意

見

交

換

を

し

た

。

　

一

般

社

団

法

人

青

色

�

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

研

究

会

（

梅

原

祐

治

会

長

）

は

２

、

３

日

の

両

日

、

Ｋ

Ｋ

Ｒ

ホ

テ

ル

大

阪

で

第

�

回

研

究

集

会

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

　

当

日

は

、

来

賓

と

し

て

名

古

屋

国

税

局

個

人

課

税

課

の

藤

澤

久

志

課

長

、

東

山

路

子

記

帳

指

導

専

門

官

、

一

般

社

団

法

人

全

国

青

色

申

告

会

総

連

合

の

伊

藤

升

吾

会

長

が

出

席

。

　

研

究

集

会

で

は

、

公

益

社

団

法

人

浜

松

西

青

色

申

告

会

の

鈴

木

孝

明

専

務

理

事

に

よ

る

「

こ

れ

か

ら

の

消

費

税

指

導

（

イ

ン

ボ

イ

ス

）

の

課

題

に

つ

い

て

」

の

ほ

か

、

公

益

社

団

法

人

杉

並

青

色

申

告

会

の

井

関

明

則

事

務

局

長

、

一

般

社

団

法

人

え

ど

が

わ

青

色

申

告

会

の

益

子

縁

事

務

局

長

、

一

般

社

団

法

人

葛

飾

青

色

申

告

会

の

伊

藤

崇

事

務

局

長

に

よ

る

「

事

例

研

究

生

成

Ａ

Ｉ

の

活

用

に

つ

い

て

」

の

研

修

を

行

っ

た

。

　

引

き

続

き

、

特

別

講

演

と

し

て

、

財

務

省

主

税

局

税

制

第

一

課

の

藤

山

智

博

課

長

が

「

税

制

の

現

状

と

課

題

」

を

テ

ー

マ

に

、

ま

た

、

公

益

財

団

法

人

東

京

財

団

の

森

信

茂

樹

研

究

主

幹

が

「

財

務

省

都

市

伝

説

と

税

制

・

財

政

の

課

題

」

を

テ

ー

マ

に

講

演

し

た

。

　

研

究

集

会

終

了

後

は

、

情

報

交

換

会

を

行

い

、

会

員

相

互

の

親

睦

を

深

め

た

。

　

２

日

目

は

、

大

阪

・

関

西

万

博

視

察

研

修

を

行

っ

た

。

　

　

東

京

都

租

税

教

育

推

進

協

議

会

（

会

長

＝

坂

本

雅

彦

東

京

都

教

育

委

員

会

教

育

長

）

は

５

月

�

日

、

九

段

第

二

合

同

庁

舎

会

議

室

で

第

�

回

定

期

総

会

を

行

っ

た

＝

写

真

。

　

当

日

は

、

東

京

国

税

局

の

西

尾

尚

記

総

務

部

長

、

麹

町

税

務

署

の

小

巻

則

仁

署

長

、

東

京

都

主

税

局

の

入

佐

勇

人

総

務

部

長

ら

が

出

席

。

　

冒

頭

、

坂

本

会

長

が

、

「

租

税

に

関

す

る

教

育

を

通

じ

て

、

社

会

課

題

に

関

心

を

持

ち

、

未

来

の

社

会

を

よ

く

す

る

た

め

に

何

か

行

動

し

よ

う

と

す

る

児

童

・

生

徒

の

育

成

を

目

指

し

学

校

に

お

け

る

教

育

活

動

の

充

実

を

図

っ

て

ま

い

り

ま

す

」

と

あ

い

さ

つ

し

た

。

　

議

事

で

は

、

租

税

教

育

の

充

実

に

向

け

た

取

組

み

と

し

て

、

講

師

派

遣

に

よ

る

租

税

教

室

の

開

催

や

教

員

等

を

対

象

と

し

た

研

修

会

等

の

実

施

の

ほ

か

、

全

国

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

な

ど

に

よ

る

「

中

学

生

の

『

税

に

つ

い

て

の

作

文

』

」

の

募

集

支

援

、

全

国

間

税

会

総

連

合

会

の

「

税

の

標

語

」

、

全

国

法

人

会

総

連

合

に

よ

る

「

税

に

関

す

る

絵

は

が

き

コ

ン

ク

ー

ル

」

お

よ

び

東

京

青

色

申

告

会

連

合

会

に

よ

る

「

税

に

関

す

る

動

画

グ

ラ

ン

プ

リ

」

な

ど

関

係

民

間

団

体

等

が

実

施

す

る

租

税

教

育

を

推

進

す

る

取

組

み

に

つ

い

て

、

積

極

的

に

参

画

ま

た

は

支

援

を

行

う

こ

と

な

ど

を

盛

り

込

ん

だ

令

和

７

年

度

事

業

計

画

案

な

ど

の

３

議

案

を

審

議

し

、

承

認

し

た

。

　

引

き

続

き

、

東

京

都

主

税

局

と

各

関

係

民

間

団

体

が

、

租

税

教

育

推

進

に

向

け

た

取

組

み

に

つ

い

て

発

表

。

　

そ

の

中

で

、

一

般

社

団

法

人

東

京

青

色

申

告

会

連

合

会

が

、

今

年

か

ら

ス

タ

ー

ト

す

る

「

税

に

関

す

る

動

画

グ

ラ

ン

プ

リ

」

に

つ

い

て

紹

介

し

た

（

６

月

�

日

号

８

面

参

照

）

。

　

こ

れ

は

、

東

京

都

内

に

在

住

ま

た

は

在

学

の

高

校

・

大

学

・

専

門

学

校

の

生

徒

、

学

生

を

対

象

に

、

「

身

近

な

税

」

「

税

に

つ

い

て

学

ん

だ

こ

と

」

「

税

に

つ

い

て

知

っ

て

ほ

し

い

こ

と

」

な

ど

を

テ

ー

マ

に

し

た

動

画

作

品

を

募

集

す

る

と

い

う

も

の

。

今

月

�

日

か

ら

「

高

校

生

部

門

」

と

「

大

学

・

専

門

学

校

生

部

門

」

の

２

部

門

に

お

い

て

募

集

し

、

グ

ラ

ン

プ

リ

と

準

グ

ラ

ン

プ

リ

を

決

定

し

表

彰

す

る

。

　

ま

た

、

公

益

社

団

法

人

立

川

法

人

会

は

、

令

和

６

年

�

月

に

開

催

さ

れ

た

第

�

回

法

人

会

全

国

青

年

の

集

い

福

井

大

会

の

租

税

教

育

事

例

発

表

で

最

優

秀

賞

を

受

賞

し

た

租

税

教

室

「

シ

ン

・

立

川

モ

デ

ル

」

を

紹

介

。

租

税

教

室

で

得

た

知

識

を

忘

れ

ず

、

税

金

へ

の

理

解

性

を

向

上

さ

せ

る

た

め

の

「

『

覚

え

る

』

よ

り

『

忘

れ

な

い

』

モ

デ

ル

」

の

取

組

み

に

つ

い

て

説

明

し

た

。

　

そ

の

後

、

同

協

議

会

の

会

員

相

互

が

活

発

な

意

見

交

換

を

行

っ

た

。

（８）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日

年ぎめ本体価格７，６３６円（税込価格８，４００円）

月ぎめ本体価格　６３６円（税込価格　７００円）
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